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日本司法の支配構造~最高裁長官と東京高裁長官の経歴に着目する~	 

西川伸一『もうひとつの世界へ』第 17 号（2008 年 10 月）8-13 頁。	 

	 

はじめに	 

	 司法部の頂点には最高裁長官がいることは言うまでもない。彼は三権の長の

一人として、他の３人の長（立法部には衆院議長と参院議長がいるので）とと

もに国家的行事に列席する。たとえば、終戦記念日に行われる政府主催の全国

戦没者追悼式には、最高裁長官も「追悼の辞」を述べる。	 

	 ただ、残念なことにテレビ中継には最高裁長官の出番までは映らない。国民

が最高裁長官の肉声に接する機会はめったにない。国民が最高裁長官の存在を

意識するのは、最高裁大法廷判決の際の頭撮りで長官の映像なり写真を目にす

るときであろう。ちなみに、最高裁には長官を含む 15 人の裁判官が５人ずつ分

属する三つの小法廷と 15 人全員で構成される大法廷がある。大法廷では長官が

裁判長となる。	 

	 しかし、最高裁長官の仕事はこの２種類にとどまらない。長官は司法行政事

務の最高責任者でもある。	 

	 全国に散らばる 3200 人もの裁判官ならびに２万人を超えるそれ以外の裁判所

職員の人事や給与、約 3304 億円（2007 年度）に及ぶ裁判所予算額の切り盛り、

地裁だけでも本庁と支部をあわせて 253 ヵ所もある裁判所の施設管理など、裁

判を裏で支える仕事を司法行政という。日本国憲法により独立が保障された司

法部は、裁判に伴うこのような庶務的な仕事も自前で行っている。	 

	 最高裁の司法行政事務について、裁判所法 12 条は次のように定める。	 

１	 最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、

最高裁判所長官が、これを総括する。	 

２	 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その

議長となる。	 

	 高裁、地家裁も同様に、それぞれ高裁長官、地家裁所長が各裁判官会議の議

長を務め、めいめいの裁判所の司法行政事務に責任を負う。そして、司法行政

事務を担当する部局として、最高裁には事務総局が、高裁と地家裁には事務局

が置かれている。	 
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	 実は、高裁長官も地家裁所長も裁判官でありながら、裁判実務には携わらな

い。司法行政事務に専念する。ところが、最高裁長官だけは、その双方で文字

どおり「最高」の重責を担っている。	 

	 最高裁長官にはいかなる人物が就いてきたのであろうか。	 

	 

１	 歴代最高裁長官の経歴	 

	 歴代最高裁長官は表１のとおりである。最初の３人は最高裁裁判官になった

当初から最高裁長官であった。横田正俊以降の13人は、弁護士出身の藤林と検

察官出身の岡原を含めて、みな最高裁判事を経て長官に就任した。	 

	 

【表１	 歴代最高裁長官】	 

代	 	 氏	 名	 	 出	 身	 	 在	 任	 期	 間	 高裁長官	 

１	 三	 淵	 忠	 彦	 元裁判官	 1947.8.4-1950.3.2	 ────	 

２	 田	 中	 耕太郎	 大学教授	 1950.3.3-1960.10.24	 ────	 

３	 横	 田	 喜三郎	 大学教授	 1960.10.25-1966.8.5	 ────	 

４	 横	 田	 正	 俊	 裁判官	 1966.8.6-1969.1.10	 東京高裁	 

５	 石	 田	 和	 外	 裁判官	 1969.1.11-1973.5.19	 東京高裁	 

６	 村	 上	 朝	 一	 裁判官	 1973.5.21-1976.5.24	 東京高裁	 

７	 藤	 林	 益	 三	 弁護士	 1976.5.25-1977.8.25	 ────	 

８	 岡	 原	 昌	 男	 検察官	 1977.8.26-1979.3.31	 ────	 

９	 服	 部	 高	 顕	 裁判官	 1979.4.2-1982.9.30	 大阪高裁	 

10	 寺	 田	 治	 郎	 裁判官	 1982.10.1-1985.11.3	 東京高裁	 

11	 矢	 口	 洪	 一	 裁判官	 1985.11.5-1990.2.19	 東京高裁	 

12	 草	 場	 良	 八	 裁判官	 1990.2.20-1995.11.7	 東京高裁	 

13	 三	 好	 	 達	 裁判官	 1995.11.7-1997.10.30	 東京高裁	 

14	 山	 口	 	 繁	 裁判官	 1997.10.31-2002.11.3	 福岡高裁	 

15	 町	 田	 	 顕	 裁判官	 2002.11.6-2006.10.15	 東京高裁	 

16	 島	 田	 仁	 郎	 裁判官	 2006.10.16-	 大阪高裁	 

注：「高裁長官」は、裁判官出身長官が最高裁判事になる直前の高裁長官ポス

トを示す。	 

	 

	 最高裁裁判官15人の出身別構成は、裁判官６、弁護士４、検察官２、行政官

１，外交官１、大学教授１が慣例化している（ただし、現在は行政官２、外交

官０）。すなわち、最高裁裁判官のうち９人は裁判官の経験がなく、さらに３
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人は司法試験を経ていない。最高裁は法律の運用や解釈に最終判断を行うこと

から、狭い法律専門家的観点に縛られない識見をそこに反映させるため、とい

うのがその理由である。	 

	 各枠に欠員が出れば同じ枠から後任が選ばれる。たとえば、９月２日に定年

退官した才口千晴最高裁判事は弁護士出身であった。その後任には、やはり弁

護士の宮川光治が就いた。	 

	 この人的構成は最高裁発足時にまでさかのぼる。これを仕上げたのは当時の

片山内閣であった。加えて、片山哲首相自身が三淵を初代長官に推した。三淵

は大正時代にアントン・メンガーの『民法と無産階級』の邦訳に携わり、アジ

ア太平洋戦争中は同じ弁護士だった片山と平和論で旧知の間柄であった。また、

三淵は社会主義の立場から司法を研究した最初の日本人といわれる。	 

	 最高裁長官の定年は最高裁判事と同様に 70 歳である。そこから逆算して、次

の長官の人選が進められる。憲法によれば、内閣の指名に基づいて天皇が任命

する手はずになっている。だが実際には、現職の長官が 14 人の最高裁判事の中

から最適任の候補者を首相に推薦し、内閣がこの推薦に従って指名する。戦没

者追悼式のみならず、三権の長として首相と長官が同席する機会は多い。それ

らをとらえて、下交渉が行われるものと推測される。	 

	 最高裁裁判官の出身枠を考えれば、最高裁長官にはその比率に応じた就任者

がいてもおかしくない。ところが、表１のとおり、裁判官枠からの着任が 11 人

と圧倒的に多いのが現実である。9代の服部からは、すべて裁判官枠の最高裁判

事が長官に就いている。	 

	 彼ら 11 人が最高裁判事になる前は全員が高裁長官であった。すでに指摘した

ように、高裁長官は管内の司法行政に専念し、法廷には出ない。さらに高裁長

官就任に至る経歴をみると、これまたほぼ全員が最高裁事務総局の幹部ポスト

を経験している（表２参照）。	 

	 

【表２	 最高裁長官の事務総局幹部ポスト着任歴】	 

代	 	 氏	 名	 事務

総長	 

総務

局長	 

人事

局長	 

経理

局長	 

民事局長兼

行政局長	 

刑事

局長	 

家庭

局長	 

課長	 

４	 横田	 正俊	 ○	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ─-	 

５	 石田	 和外	 ○	 ─-	 ○	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

６	 村上	 朝一	 ─-	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ─-	 

９	 服部	 高顕	 ─-	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 
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10	 寺田	 治郎	 ○	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

11	 矢口	 洪一	 ○	 ─-	 ○	 ─-	 	 	 	 ○	 ─-	 ─-	 ○	 

12	 草場	 良八	 ○	 ─-	 ─-	 ○	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

13	 三好	 達	 	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

14	 山口	 繁	 ─-	 ○	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

15	 町田	 顕	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

16	 島田	 仁郎	 ─-	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ○	 ─-	 ○	 

	 

	 最高裁事務総局には、トップである事務総長の下に七つの局（民事局長と行

政局長は兼務するので、局長は 6人）と 29 の課が置かれている。事務総長、局

長のすべて、および課長のうち 21 ポストは慣例的に裁判官が就くポストと決ま

っている。各高裁の事務局長ポストも裁判官が必ず座る。彼らは司法行政のみ

を担当し、法廷での裁判実務には一切携わらない。	 

	 表２をみると、村上だけが唯一事務総局幹部ポストを経験していない。しか

し村上は、法務省民事局長、最高検公判部長などを歴任した、れっきとした司

法行政のプロである。	 

	 司法部に君臨する最高裁長官は、最もすぐれた裁判官というより司法行政に

精通した能吏である。その意味で、裁判官ではなく司法官僚が日本の司法を支

配している。それでは、司法官僚はいかにして養成されるのか。	 

	 

２	 司法官僚の養成メカニズム	 

	 一口に裁判官と言っても、その中身は司法官僚グループと実務裁判官グルー

プに分かれている。約 1 割の前者は司法行政専従ポストと裁判実務ポストを交

互に歴任しながら、司法官僚としての出世の階段を昇っていく。	 

	 もちろん、裁判官に司法官僚という特別の採用枠があるわけではない。裁判

官になるには等しく司法試験に合格し司法修習を終える。ただ、任官の時点で、

東大・京大出身で年齢が若く、司法修習の成績が優秀で性格が素直な者は、事

務総局人事局からすでに一目置かれている。	 

	 彼ら司法官僚候補の初任地は、東京地裁など大都市の地裁である場合が多い。

まず新任判事補として部に配属され、裁判長＝部総括判事から勤務評定を受け

る。それが良好であれば、2年後の初任あけで事務総局各局の局付になる。これ

は司法行政の見習いポストで、裁判現場とは無縁である。ここでも認められれ

ば、晴れて司法官僚グループへの仲間入りが許される。	 
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	 その後は、途中に裁判実務ポストをはさみながら、事務総局の課長、最高裁

調査官、司法研修所の教官などエリートコースを突き進む。判検交流といって、

身分を裁判官から検察官に変えて、法務省民事局長や内閣法制局参事官など行

政部の幹部ポストに就く場合もある。これも出世とみなされる。それだけに、

実務裁判官には、裁判しない裁判官のほうが有能な裁判官だという逆立ちした

感情が植え付けられる。	 

	 さて、司法官僚は司法行政で有能さを認められれば認められるほど、ますま

す司法行政ポストから離れられなくなる。その結果、裁判官でありながら、そ

のキャリアの半分以上を裁判せずに勤務することも例外的ではない。とりわけ、

最高裁判事に上りつめる者にその傾向は顕著である。例えば、前長官の町田顕

は任官から最高裁判事になるまで、裁判をしていたのは 5250 日なのに対して、

裁判せず司法行政のみに従事していたのは 8980 日であった。	 

	 裁判実務から遠ざかり、事務総局の局長にまでたどり着いた栄達者のほとん

どは、その後東京高裁管内の地家裁所長から高裁長官に至る。司法研修所長を

経由する場合もある。そして、高裁長官の中から最高裁判事が生まれ、さらに

そのうち一人が最高裁長官となる。	 

	 より詳細には、事務総局各局にも格付けがある。総務局、人事局、および経

理局は官房事務部局とよばれ、各省庁の大臣官房に相当する。一方、民事局、

刑事局、行政局、および家庭局は事件関係事務部局といわれ、各省庁の原局に

対応する。	 

	 官房が原局に優越するのと同様に、官房事務部局は事件関係事務部局の上に

位置づけられる。同じ局付、課長、局長でも、この両者のどちらかで重みが異

なる。官房事務部局の局付と課長を経験した者は、出世のトップランナーと言

える。また、表２のうち、日本国憲法の下で司法修習を受けた矢口洪一以降の

長官をみると、6人中 4人が官房事務部局の局長を経ている。	 

	 余談になるが、前長官の町田顕の後任は堀籠幸男最高裁判事とする新聞辞令

が、2006 年 9 月 24 日付朝刊に一斉に出た。堀籠は人事局長および事務総長を歴

任していた。順当にいけば堀籠だったはずである。ところが、国民が刑事裁判

に参加する裁判員制度の導入を目前に控えて、刑事局の課長や局長を歴任し、

刑事司法行政に詳しい島田の起用となった。	 

	 島田は 1938 年 11 月 22 日生まれであるから、今年の 11 月 21 日に定年退官と

なる。後任の長官はだれになるのか。有資格者はもちろん裁判官枠の最高裁判
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事であり、具体的には表３の 5人である。	 

	 

【表３	 17 代最高裁長官の有資格者】	 

	 氏	 名	 

	 	 （生年月日）	 

事務

総長	 

総務

局長	 

人事

局長	 

経理

局長	 

民事局長兼

行政局長	 

刑事

局長	 

家庭

局長	 

課長	 

泉	 徳治	 

	 	 （1939.1.25）	 

○	 ─-	 ○	 ─-	 	 	 ○	 ─-	 ─-	 ○	 

今井	 功	 

	 	 （1939.12.26）	 

─-	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ○	 ─-	 ─-	 ○	 

堀籠	 幸男	 

	 	 （1940.6.16）	 

○	 ─-	 ○	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

涌井	 紀夫	 

	 	 （1942.2.11）	 

─-	 ○	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

近藤	 崇晴	 

	 	 （1944.3.24）	 

─-	 ─-	 ─-	 ─-	 	 	 ─-	 ─-	 ─-	 ○	 

	 

	 経歴的には泉と堀籠は申し分ないが、泉は 2009 年 1 月に定年となってしまう

ので、泉の芽はない。堀籠がなった場合も、2010 年 6 月の定年まで在任期間は

1年５ヵ月程度にすぎない。歴代長官で最短の任期は藤林の 1年 3ヵ月であるの

で、堀籠の可能性は残されている。	 

	 ただ、裁判官出身枠から就任した長官に限れば、三好の約 2年が最短である。

むしろ、3年以上在職できる涌井に分があるのではないか。今井は泉に次ぐ高齢

であり、なおかつ官房事務部局長を経験していない。一番若い近藤は、今回は

見送られるだろう。	 

	 

３	 東京高裁長官のおおきな地位	 

	 すでに述べたとおり、高裁長官→最高裁判事→最高裁長官が司法部の頂点部

分の人事パターンである。司法行政は、全国に八つある高裁の管轄区域を単位

として展開されている。たとえば、裁判官の異動も任官して 10 年の再任を経て

判事になった後は、次第に高裁管内に限定されていく。最高裁判事は裁判実務

のみを仕事とするので、高裁長官は最高裁長官に次ぐ司法行政上の地位となる。

ゆえに、わが国司法の支配構造を考える上で決して無視できない。	 

	 裁判所法の上は、八つある高裁ポストに優劣はない。しかし、裁判官の報酬

等に関する法律が定める報酬月額には、「東京高裁長官」と「その他の高裁長官」
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という区分がある。前者の報酬月額は 144 万 8000 円なのに対して、後者のそれ

は 134 万 1000 円である。報酬月額では、東京高裁長官はその他の長官より格上

の扱いを受けている。こうした東京高裁長官の別格性は、各高裁が管轄する地

家裁数・裁判官数に関係している（表４参照）。	 

	 

【表４	 各高裁の管轄区域とそこでの地裁・家裁数】	 

高等裁判所	 	 管	 轄	 区	 域	 	 	 地	 裁	 	 	 家	 裁	 

本庁	 支部	 本庁	 支部	 

	 東	 京	 関東・静岡・甲信越	 	 11	 	 46	 11（9）	 	 46	 

	 大	 阪	 近畿	 	 ６	 	 22	 ６（3）	 	 22	 

	 名古屋	 東海・北陸	 	 ６	 	 20	 ６（2）	 	 20	 

	 広	 島	 中国	 	 ５	 	 18	 ５（3）	 	 18	 

	 福	 岡	 九州・沖縄	 	 ８	 	 41	 ８（4）	 	 41	 

	 仙	 台	 東北	 	 ６	 	 29	 ６（2）	 	 29	 

	 札	 幌	 北海道	 	 ４	 	 16	 ４（1）	 	 16	 

	 高	 松	 四国	 	 ４	 	 11	 ４（2）	 	 11	 

	 合	 計	 	 	 50	 	 	 203	 50（26）	 	 	 203	 

注１：（	 ）内は専任所長の置かれた家裁数で、こうした家裁を所長専任庁とい

う。たとえば、東京家裁は所長専任庁である。一方、甲府家裁所長は甲府地裁

所長が兼務しているので、甲府家裁は所長専任庁ではない。	 

注２：地家裁本庁は各都府県庁所在地に置かれ、北海道のみ札幌、函館、旭川、

釧路の４地家裁をもつ。それぞれの管轄区域の控訴審を当該高裁が担当する。	 

	 

	 東京高裁管内の地家裁数は抜きんでている。しかも、それら地家裁に配属さ

れている裁判官だけが、東京高裁の差配する裁判官ではない。最高裁調査官と

して働く裁判官、最高裁事務総局、司法研修所、および裁判所職員総合研修所

に勤務する裁判官も、東京高裁、東京地裁、東京家裁のいずれかに籍を置いて

いる。彼ら裁判しない裁判官を加えると、全国の裁判官の半分程度は東京高裁

管内勤務になる。	 

	 司法行政の面では、東京高裁長官が彼らすべての上に立つ。なので、東京が

他の高裁長官より一段上の処遇を受けるのはうなずける。	 

	 日本国憲法下で司法修習を受けた裁判官の中で、東京高裁長官の歴代就任者

は表５のとおりである。	 



	 8	 

	 

【表５	 歴代東京高裁長官】	 

	 氏	 名	 出身大学	 期	 事務総局	 	 	 任	 	 	 免	 

矢口	 洪一	 京大	 輪1	 付/課/局	 1982.11.22	 1984.2.19	 

大内	 恒夫	 東大	 輪2	 付/課/局	 1984.2.20	 1985.11.4	 

四ッ谷	 巌	 東大	 1	 付	 1985.11.5	 1987.1.27	 

杉山	 克彦	 東大	 1	 ────	 1987.1.28	 1988.2.12	 

草場	 良八	 東大	 3	 付/課/局	 1988.2.15	 1989.11.26	 

大西	 勝也	 東大	 5	 付/課/局	 1989.11.27	 1991.5.12	 

三好	 	 達	 東大	 7	 付/課	 1991.5.13	 1992.3.24	 

石田	 穣一	 東大	 5	 課	 1992.3.25	 1993.3.7	 

栗原平八郎	 京大	 6	 付/課/局	 1993.3.8	 1994.3.2	 

川嵜	 義徳	 京大	 8	 課/局	 1994.3.3	 1996.11.28	 

金谷	 利広	 京大	 12	 付/課/局	 1996.11.29	 1997.10.30	 

桜井	 文夫	 東大	 11	 付/課/局	 1997.10.31	 1999.4.9	 

町田	 	 顕	 東大	 13	 付/課/局	 1999.4.15	 2000.3.21	 

泉	 	 徳治	 京大	 15	 付/課/局	 2000.3.22	 2002.11.5	 

今井	 	 功	 京大	 16	 付/課/局	 2002.11.6	 2004.12.27	 

仁田	 陸郎	 東大	 18	 付/課/局	 2004.12.27	 2007.2.8	 

竹崎	 博允	 東大	 21	 課/局	 2007.2.9	 	 

注１：期は司法研修所の期数を示す。「輪１」「輪２」は高輪 1 期、高輪 2 期の

略である。司法修習は 1947 年にはじまる。同年採用者が修習１期になる。それ

以前の敗戦後 2年間は新旧制度の端境期にあたり、それぞれ、高輪 1期、高輪 2

期とよぶ。これは当時の司法研修所の仮庁舎が高輪にあったことによる。1948

年 6 月に紀尾井町の新庁舎に移転した。現在は埼玉県和光市にある。	 

注２：事務総局の「付」「課」「局」はそれぞれ、最高裁事務総局における局付、

課長、局長の勤務経験を指す。ゴシック体は官房事務部局のポストを意味する。	 

注３：免のゴシック体は、その後最高裁判事になった者である。氏名のゴシッ

ク体はさらに最高裁長官到達者である。	 

	 

	 すなわち、歴代東京高裁長官は、全員が東大または京大出身者であり、一人

を除いて全員が事務総局のポストを経験した司法官僚である。17 人中 12 人が局

付、課長、局長すべてに就いている。さらに 5 人はすべて官房事務部局のポス

トであった。	 
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	 他の高裁長官と比べて、就任者全員が東大または京大出身者であるのは東京

だけである。また、ほぼ全員が事務総局ポストを経ているのも、東京の顕著な

特徴となっている。任官時から司法官僚として純粋培養された、裁判しない裁

判官たちの殿堂といった趣がある。	 

	 表１に戻れば、裁判官枠の最高裁長官 11 人のうち 8人が、最高裁入りする直

前の職は東京高裁長官であった。また、表５のとおり、10 人が東京高裁長官の

のち最高裁判事になっている。	 

	 先述のとおり、全裁判官の 5割は東京高裁管内に所属する。残る 5割はうち 2

割が大阪高裁管内、さらに残る３割が他の６高裁管内に属している。従って、

大阪高裁長官は東京高裁長官に次ぐ序列となる。就任者の出身大学や司法行政

ポスト経験も東京に準じている。すでにそこから２名の最高裁長官が生まれて

いる。	 

	 ちなみに、次の長官候補者の堀籠も涌井も大阪高裁長官から最高裁判事にな

っている。島田に続いて、大阪高裁長官経験者から最高裁長官が出る可能性が

高い。	 

	 

むすびにかえて	 

	 日本司法の支配構造は、全裁判官の約 1 割に当たる司法官僚が司法行政をて

こにして、残りの実務裁判官を巧みに操るしくみになっている。最高裁長官と

は司法官僚きっての出世頭であって、その予備軍が東京（大阪）高裁長官であ

る。その地位に至るまで、彼らはほぼ同じ経歴を歩んでいる。最高裁事務総局

で局付から課長を経て局長へと、司法行政のプロとしての実績を積み上げるの

である。	 

	 この人事パターンは制度化されている。それにより、司法官僚に代々にわた

って特定の価値観が継承されていくと推測される。それは「行政優位」の伝統

と要約できよう。すなわち、庶務にすぎないはずの司法行政を現場の裁判実務

より重要と考える、戦前の司法省にさかのぼる発想である。	 

	 旧憲法下では司法部の独立は認められておらず、司法行政に関しては行政官

庁の司法省が担当していた。日本国憲法の施行により、もちろん制度的には司

法行政は最高裁に移管された。だが、人的には戦前の旧司法省官僚（裁判官）

が最高裁事務総局（当初は事務局）に温存されることになった。のちの第 5 代

最高裁長官・石田和外もその一人である。石田は最高裁発足にあたって、司法
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大臣官房人事課長から最高裁事務局人事課長に横滑りした。	 

	 彼ら旧司法省官僚が戦前の人事パターンを最高裁に受け継がせ、「行政優位」

の価値観を扶植していったのである。日本国憲法下で司法修習を受けたはずの

矢口は、人事局長から事務総長の任にあった頃、実務裁判官たちを「度し難い

愚か者ども」とさえ形容していた。矢口のこの本音は、戦前の価値観の継承を

グロテスクなまでに示していよう。	 

	 言うまでもなく、戦前は天皇の裁判所であり官本位であった。戦後は国民本

位の裁判所に姿を変えたはずだ。ところが現実には、国民にじかに接する実務

裁判官は軽視され、いわば奥の院に陣取る権威的な司法官僚が幅をきかせてき

た。	 

	 司法省の伝統を受け継ぐ司法官僚の意識は、司法部の独立を自覚するより、

官としての同族意識という点で行政部と親和的である。その彼らが最高裁裁判

官になるのであるから、最高裁判決が官僚的・行政寄りになるのは避けられま

い。	 

	 官から国民へ主客を逆転させるポイントは、裁判所から「オカミ」意識をは

ぎとることであろう。国民の裁判参加はその突破口になると私は考えている。	 

（文中一部敬称略）	 


